
令和８年４月１日 

所得税非課税世帯 

のみの支給になります。 
支給対象者 

・嬉野市内に住所を有する 65歳以上の高齢者 

  ・常時失禁状態 

  ・１か月のうち１５日以上、入所・入院・ショートステイ 

を利用していないこと 

   ※在宅扱いの施設も対象となりません 

  ・所得税非課税世帯 

※対象外となる方は前年分所得税が課税世帯に属する者 
 

助成費用 

・１か月に１回 １，０００円の助成券を２枚交付します 

 

 

 

長期療養高齢者         

紙おむつ購入費助成事業

対象者変更ついて 

令和８年７月～変更 

嬉野市役所 福祉部 福祉課 

高齢者福祉 G 

TEL：0954-42-3306 


